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現場代理人の常駐義務緩和措置の試行について

１．現場代理人の常駐義務緩和措置

現場代理人については、工事現場ごとに常駐を義務付けているが、入札において現

場技術者（現場代理人）の確保困難を理由とする応札なしの案件が多く発生し、円滑

な工事執行に支障をきたした。

このため、工事箇所が近傍であるなど常駐義務を緩和（一人の現場代理人が複数の

工事現場を担当すること）しても支障がないと認められる場合、予定価格1,000万円

未満の工事を対象に、現場代理人の常駐義務を緩和する措置を平成２０年５月から試

行してきた。

２．試行状況

年 度 工事件数（うち1,000万円未満） 承認件数

平成20年度 ３,１３６（１,７９４） １２３

平成21年度（１月まで） ２,９６７（１,６２３） １６３

緩和した工事において、施工管理や安全管理で問題となった事例はなかった。

３．入札の状況

年 度 入札件数 応札なしの案件数 左のうち、技術者確保困難を

（うち1,000万円未満） 理由とする件数

平成１９年度 ２,５０１ ４８（３５） －

平成２０年度 ２,３５２ ３８（１９） １７

平成２１年度（１月まで） ２,１４７ ４０（２０） １６

常駐義務緩和措置の試行により、応札なしの案件数について一定の減少は見られた

ものの、依然として現場技術者（現場代理人）の確保困難を理由とする応札なしの案

件が発生しており、生活に密着した工事が実施できないと住民生活への影響が懸念さ

れることから、より効果のある対応が求められる。

４．今後の対応

① 平成２２年４月から、予定価格（契約金額）2,500万円未満の工事を対象として、

試行の継続を行なう。

② ただし、工事の予定価格（契約金額）のいずれかが１,０00万円以上の場合は、

同種工事に限定する。

③ 緩和の対象とする工事現場は原則２か所に限り、現場ごとに安全衛生責任者を選

任させるなど、引き続き現場の安全管理の徹底を図る。



【参考】

１ 現場代理人とは

○ 工事を施工する際に請負者の代理人として工事現場の運営、取り締まり等を

行なう者であり、工事現場に常駐する必要がある。【契約約款第１０条第２項】

○ 現場代理人は、当該工事の「主任（監理）技術者」が兼任することが多い。

２ 主任（監理）技術者とは

○ 工事の施工の技術上の管理をつかさどる者であり、建設業法で配置が義務付

けられている。 【建設業法２６条第１項】

○ 公共工事では請負額が2,500万円（建築一式工事は5,000万円）以上の場合

には、専任の義務がある。 【建設業法２６条第３項】

○ 主任（監理）技術者は、同工事の現場代理人を兼任することができる。


